
経
済
社
会
の
構
造
の
変
化
に
対
応
し
た
税
制
の
構
築
を
図
る
た
め
の
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

経
済
社
会
の
構
造
の
変
化
に
対
応
し
た
税
制
の
構
築
を
図
る
観
点
か
ら
、
個
人
住
民
税
に
お
け
る
扶
養
控
除
の
見
直
し
及
び

こ
と
と
し
、
次
の
と
お
り
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の

更
正
の
請
求
期
間
の
延
長
等
の
納
税
環
境
の
整
備
等
を
行
う

と
す
る
。

第
一

地
方
税
法
に
関
す
る
事
項

一

道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税

１

平
成
二
十
五
年
度
か
ら
、
成
年
扶
養
親
族
に
対
す
る
扶
養
控
除
に
つ
い
て
、
以
下
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
（
第
二

十
三
条
、
第
三
十
四
条
、
第
二
百
九
十
二
条
、
第
三
百
十
四
条
の
二
関
係
）



納
税
義
務
者
が
成
年
扶
養
親
族
（
特
定
成
年
扶
養
親
族
以
外
の
成
年
扶
養
親
族
に
あ
っ
て
は
、
合
計
所
得
金
額
が

五
百
万
円
未
満
で
あ
る
納
税
義
務
者
の
成
年
扶
養
親
族
に
限
る
。
）
を
有
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
納
税
義
務
者
の
前

年
中
の
総
所
得
金
額
等
か
ら
そ
の
成
年
扶
養
親
族
一
人
に
つ
き
三
十
三
万
円
を
控
除
す
る
こ
と
。




に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
成
年
扶
養
親
族
以
外
の
成
年
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
、
そ
の
納
税
義
務
者
の
合
計
所
得

金
額
が
四
百
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
成
年
扶
養
親
族
一
人
に
つ
き
、
三
十
三
万
円
か
ら
そ
の
納
税
義
務
者



の
合
計
所
得
金
額
の
う
ち
四
百
万
円
を
超
え
る
部
分
の
金
額
の
百
分
の
三
十
三
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
残
額

を
控
除
す
る
こ
と
。




及
び

の
成
年
扶
養
親
族
と
は
、
扶
養
親
族
の
う
ち
年
齢
二
十
三
歳
以
上
七
十
歳
未
満
の
者
を
い
い
、
特
定
成

年
扶
養
親
族
と
は
、
成
年
扶
養
親
族
の
う
ち
、
年
齢
六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満
の
者
、
学
生
、
障
害
者
、
要
介
護

認
定
等
を
受
け
て
い
る
者
等
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

平
成
二
十
五
年
度
か
ら
、
調
整
控
除
に
つ
い
て
、
１
の
改
正
に
伴
う
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
（
第
三
十
七
条

、
第
三
百
十
四
条
の
六
関
係
）

所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

３

欠
損
金
の
繰
越
控
除
制
度
等
に
関
す
る
国
税
に
お
け
る
諸
制
度
の
取
扱
い
を
踏
ま
え
、

（
第
五
十
三
条
、
第
三
百
二
十
一
条
の
八
関
係
）

４

道
府
県
民
税
利
子
割
額
を
道
府
県
民
税
法
人
税
割
額
か
ら
控
除
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
法
人
税
割
額
に
係
る
申

告
書
又
は
更
正
請
求
書
に
控
除
額
等
を
記
載
し
た
書
類
の
添
付
が
あ
る
場
合
に
限
り
適
用
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（

第
五
十
三
条
関
係
）

５

平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
、
特
定
成
年
扶
養
親
族
以
外
の
成
年
扶
養
親
族
を
有
す
る
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が



五
百
万
円
以
上
の
者
に
つ
い
て
、
特
定
成
年
扶
養
親
族
以
外
の
成
年
扶
養
親
族
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を

提
出
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
三
条
の
三
関
係
）

６

平
成
二
十
四
年
か
ら
、
退
職
所
得
の
分
離
課
税
に
係
る
所
得
割
に
つ
い
て
、
そ
の
所
得
割
の
額
か
ら
そ
の
十
分
の
一

に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
す
る
措
置
を
廃
止
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
七
条
関
係
）

二

事
業
税

所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

欠
損
金
の
繰
越
控
除
制
度
等
に
関
す
る
国
税
に
お
け
る
諸
制
度
の
取
扱
い
を
踏
ま
え
、

（
第
七
十
二
条
の
二
十
三
関
係
）

道
府
県
た
ば
こ
税
及
び
市
町
村
た
ば
こ
税

三
１

道
府
県
た
ば
こ
税
及
び
市
町
村
た
ば
こ
税
の
税
率
を
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
後
に
売
渡
し
等
が
行
わ
れ
た
製

造
た
ば
こ
か
ら
、
道
府
県
た
ば
こ
税
に
あ
っ
て
は
千
本
に
つ
き
六
百
四
十
四

引
き
下
げ
、
市
町
村
た
ば
こ
税
に
あ
っ

円

て
は
千
本
に
つ
き
六
百
四
十
四
円
引
き
上
げ
る
こ
と
。
（
第
七
十
四
条
の
五
、
第
四
百
六
十
八
条
関
係
）

２

旧
三
級
品
の
紙
巻
た
ば
こ
に
係
る
道
府
県
た
ば
こ
税
及
び
市
町
村
た
ば
こ
税
の
税
率
を
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

以
後
に
売
渡
し
等
が
行
わ
れ
た
製
造
た
ば
こ
か
ら
、
道
府
県
た
ば
こ
税
に
あ
っ
て
は
千
本
に
つ
き
三
百
五
円
引
き
下
げ



、
市
町
村
た
ば
こ
税
に
あ
っ
て
は
千
本
に
つ
き
三
百
五
円
引
き
上
げ
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
二
条
の
二
、
第
三
十
条
の

二
関
係
）

そ
の
他

四
１

更
正
の
請
求
並
び
に
更
正
及
び
決
定
の
期
間
制
限
に
つ
い
て
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
（
第
十
七
条
の
五
、
第

十
八
条
、
第
二
十
条
の
九
の
三
関
係
）



納
税
者
が
す
る
更
正
の
請
求
に
つ
い
て
、
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
を
五
年
（
現
行
一
年
）
に
延
長
す
る

こ
と
。



更
正
及
び
決
定
の
期
間
制
限
を
五
年
（
現
行
三
年
）
に
延
長
す
る
こ
と
。


の
改
正
に
併
せ
、
地
方
団
体
が
す
る

２

総
務
大
臣
が
地
方
税
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
行
う
不
利
益
処
分
又
は
申
請
に
よ
り
求
め
ら
れ
た
許
認
可
等
を
拒
否

す
る
処
分
に
つ
い
て
、
行
政
手
続
法
の
規
定
に
基
づ
き
理
由
を
示
す
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
八
条
の
四
関
係
）

３

第
二
十
二
条
の
二
、
第
七
十
二
条
の
四

内
容
虚
偽
の
更
正
請
求
書
の
提
出
に
対
す
る
処
罰
規
定
を
設
け
る
こ
と
。
（

関
係
）

十
九

４

徴
税
吏
員
等
は
地
方
税
に
関
す
る
調
査
等
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
納
税
義
務
者
等
に
質
問
し
、
帳
簿
書
類



そ
の
他
の
物
件
を
検
査
し
、
又
は
当
該
物
件
（
そ
の
写
し
を
含
む
。
）
の
提
示
又
は
提
出
を
求
め
る
と
と
も
に
、
当
該

物
件
を
留
め
置
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
六
条
、
第
七
十
二
条
の
七
、
第
七
十
二
条
の
四
十
九

の
五
、
第
七
十
二
条
の
六
十
三
、
第
七
十
二
条
の
八
十
四
、
第
七
十
三
条
の
八
、
第
七
十
四
条
の
七
、
第
七
十
七
条
、

第
百
十
六
条
、
第
百
四
十
四
条
の
十
一
、
第
百
四
十
四
条
の
三
十
八
、
第
百
五
十
五
条
、
第
百
八
十
八
条
、
第
二
百
六

十
四
条
、
第
二
百
九
十
八
条
、
第
三
百
五
十
三
条
、
第
三
百
九
十
六
条
、
第
四
百
五
十
条
、
第
四
百
七
十
条
、
第
五
百

二
十
五
条
、
第
五
百
八
十
八
条
、
第
六
百
七
十
四
条
、
第
七
百
条
の
五
十
九
、
第
七
百
一
条
の
五
、
第
七
百
一
条
の
三

十
五
、
第
七
百
七
条
、
第
七
百
三
十
三
条
の
四
関
係
）

５

総
務
省
の
職
員
で
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
が
行
う
法
人
の
事
業
税
、
個
人
の
事
業
税
、
軽
油
引
取
税
又
は
固
定

資
産
税
に
関
す
る
調
査
に
係
る
質
問
検
査
等
に
つ
い
て
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
（
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
五

、
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
六
、
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
七
、
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
八
、
第
七
十
二
条
の
四
十

九
の
九
、
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
十
、
第
七
十
二
条
の
六
十
三
、
第
七
十
二
条
の
六
十
三
の
二
、
第
七
十
二
条
の
六

十
三
の
三
、
第
七
十
二
条
の
六
十
三
の
四
、
第
七
十
二
条
の
六
十
三
の
五
、
第
七
十
二
条
の
六
十
三
の
六
、
第
百
四
十

四
条
の
三
十
八
、
第
百
四
十
四
条
の
三
十
八
の
二
、
第
百
四
十
四
条
の
三
十
八
の
三
、
第
百
四
十
四
条
の
三
十
八
の
四



、
第
百
四
十
四
条
の
三
十
八
の
五
、
第
百
四
十
四
条
の
三
十
八
の
六
、
第
三
百
九
十
六
条
、
第
三
百
九
十
六
条
の
二
、

第
三
百
九
十
六
条
の
三
、
第
三
百
九
十
六
条
の
四
、
第
三
百
九
十
六
条
の
五
、
第
三
百
九
十
六
条
の
六
関
係
）



総
務
省
の
職
員
に
実
地
の
調
査
に
お
い
て
質
問
検
査
等
を
行
わ
せ
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
調

査
の
相
手
方
等
に
対
し
て
実
地
の
調
査
の
開
始
の
日
時
及
び
場
所
等
の
事
項
を
通
知
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。



調
査
の
終
了
時
に
お
い
て
は
、
当
該
調
査
が
終
了
し
た
旨
等
を
、
原
則
と
し
て
、
書
面
に
よ
り
通
知
し
、
又
は
説

明
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
二

そ
の
他

１

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

２

前
記
第
一
の
四
の
３
の
改
正
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
、
第
一
の
一
の
６
の
改
正
は
平
成

二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
、
第
一
の
一
の
３
及
び
第
一
の
二
の
改
正
は
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
、
第
一
の
一
の
１

、
２
及
び
５
並
び
に
第
一
の
四
の
２
、
４
及
び
５
の
改
正
は
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
、
第
一
の
三
の
改
正
は
平
成

二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
、
そ
の
他
の
改
正
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。


